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安倍首相の「施政方針演説」に対する代表質問
日本共産党は、衆議院では志位委員長（２７日）、参議院では山下書記局長（２８日）が質問に立ち、立憲主義を破壊する「戦争法」の廃止、「貧困大国」からの脱却などあらゆる問題で安倍政権の暴走と正面から対決する立場で、危機打開の道を示しました。ところが、安倍首相は「戦争法」の危険や暮らしの危機を認めようとせず、自らの政策を自画自賛する答弁に終始しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ安倍政権が成立を強行した「戦争法」は、そのまま放置できない大問題です。歴代政権の憲法解釈を覆す「戦争法」で自衛隊が戦後初めて外国人を殺し、国民から戦死者を出す現実的危険が生まれています。ＰＫＯ（国連平和維持活動）参加の自衛隊に「駆け付け警護」などの任務を加え武器使用も可能にしたことで、南スーダンのＰＫＯに派兵された自衛隊が武力を行使するのでないか。安倍政権は、過激組織ＩＳに対する軍事作戦への自衛隊支援について「政策判断として考えない」としつつも「法律的にありうる」としており、米国の要請があれば拒否できないのではないか。志位委員長の問いに首相はあれこれ誤魔化しましたが、指摘された問題は否定できませんでした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ沖縄県への米軍新基地建設ごり押しも、憲法が保障する地方自治や民主主義を覆す立憲主義破壊そのものなのに、安倍首相は「適切な手段」と開き直りました。ｐ安倍政権の「独裁国家」の道を許さず、「戦争法」を廃止し、立憲主義を回復する闘いはいよいよ急務です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ暮らしと経済の問題では、安倍首相は都合のいい数字を使って「アベノミクス」の成果を自慢しますが、実態とかけ離れています。“大企業がもうかればいずれは暮らしに回る”(トリクルダウン)という経済政策への真摯な反省こそ必要です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ志位委員長は、「貧困大国」からの脱却を政策目標にすること、あらゆる経済政策の是非を判断するモノサシとして貧困と格差の問題を据えることを呼びかけ、暮らし最優先で日本経済再生をはかるための４つの政策を提案しました。
（１）消費税の１０％増税の中止　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２）社会保障の削減から充実に転換する　　　　　　　　　　　　　　　　（３）人間らしく働ける雇用ルールをつくる　　　　　　　　　　　　　　　　（４）環太平洋連携協定（ＴＰＰ）から撤退し、日本の経済主権を回復　ｐｐｐする。　　ｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐ　（→）
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください

日刊紙　月３４９７円　　日曜版　月８２３円
桑名市議団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/　　　　　

ご意見をお寄せください　ＦＡＸは２２－３０２８　（星野宅）　　
３月市議会は、２月２４日から始まります。

今年から予算特別委員会が設置されて、予算審議のかたちが変わります。

２０１６年３月定例議会関連のスケジュール（予定）
２月　３日（水）　午後　１時　　予算特別委員会全体会（予算編成状況の説明）
１６日（火）　午前１０時　　全員協議会（３月議会の議案・報告の説明）
　　　　　　　　　午後　５時　　請願の締切

　　１７日（水）　午前　８時４５分　各派代表者会議、議会運営委員会
　　１８日（木）―１９日（金）　

午前１０時　　予算特別委員会全体会（総ての予算案の説明）
２４日（水）　午前１０時　　本会議開会（施政方針・議案上程、説明）
　　２５日（木）　午後１１時　　議会運営委員会（質問通告の確認）
３月　１日（火）―　４日（金）
午前１０時  　本会議（代表・議案質疑、委員会付託、請願上程・補足説明、一般質問）
７日（月）―　９日（水）
午前１０時　　常任委員会、予算特別委員会分科会
　　１６日（水）　午前１０時　　予算特別委員会全体会
２４日（木）　午後　１時  　本会議（委員長報告、討論、採決）閉会
なお、予算特別委員会には予備日も設定されています。
（→）この４つは、貧困と格差をただし、暮らし最優先で日本経済の再生をはかるため、大きなカギを握る政策です。この道理ある提案にも安倍首相は真剣に受け止める姿勢を示しません。国民の深刻な実態が分からないのです。　　　　　　　　　　　　　　　
ｐ安倍首相が執着している明文改憲をめぐり「緊急事態条項」新設の危険性を質しても、安倍首相は具体的に答えようとしませんでした。改憲の言葉だけで中身を語らないのは、まったく不誠実です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ｐ山下書記局長が、発生５年となる東日本大震災などの被災者の生活再建支援強化を迫った事に安倍首相は真面に答えません。原発再稼働は進める姿勢です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ｐ代表質問直後、甘利経済再生相の口利きを行った見返りに金銭を受け取った疑惑が厳しく追及され、甘利経済再生相は閣僚を辞任しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ｐ憲法を無視し、国民の批判に応える姿勢をもたない安倍政権に政治を任せることができないことは明らかです。
生存権裁判　生活保護下げ前、暮らし｢ぎりぎり｣　津地裁、原告側
生活保護基準の引き下げは憲法違反だとして、三重県内の生活保護受給者２４人が津市など４市（桑名市も含まれる）に引き下げ処分の取り消しを求めた行政訴訟の第７回口頭弁論が２５日（月）、津地裁（坪井宣幸裁判長）で開かれました。

原告側はこの日提出した準備書面で、全日本民主医療機関連合会が２００７年、２０１３年に実施した生活保護受給者の生活実態調査結果等（下記参照）を引用し、受給者が生活保護基準引き下げ以前から食費や光熱費を切り詰める「ぎりぎり」の暮らしをしていたことを明らかにしました。

閉廷後に、「生存権がみえる会」（会長・三宅裕一郎三重短大教授）が開いた報告会で原告弁護団は、今後の方針として原告ら受給者の現在の生活実態や生の声を強く押し出し、今回の基準引き下げが厚生労働大臣に与えられた裁量権を超えるものであることを主張していきたいとしました。

次回の口頭弁論は３月１０日（木）午後１時半から開かれます。

（「しんぶん赤旗」東海・北陸信越のページ　２０１６年１月２８日付けより）
【報告】天候が不安定（桑名からは積雪のため不参加）な中でしたが、傍聴席はほぼ一杯になりました。被告側の各自治体からの傍聴者以外に、厚労省の担当者（昨年再審査請求時に来県した方）や三重県の保護課の担当者も参加しておりました。国や県担当者の傍聴は初めてのように思われました。（関心の高さが伺えます。）
緊急　生活保護受給者実態調査報告（２０１３年５月）　　　全日本民主医療機関連合会

【今回の削減案の問題点と本調査の意義】
最大の問題点は、生活扶助水準と一般低所得世帯の消費実態との比較、均衡という単純な比較方法がとられ、その消費水準(生活実態)がどういった生活の状況、質となっていて、健康で文化的な最低限度の生活と言えるのか、検証されないまま削減が進められようとしていることである。

【対象】全日本民医連に加盟する事業所の患者で生活保護を利用している方

【実施期間】２０１３年２月～３月
【集約数】４３都道府県より１，４８２件

【調査項目】年齢、性別、受給開始年齢・受給期間、世帯構成、需給に至る経過（理由）、支出の切り詰め、食事状況、入浴、被服・履物の購入、地域行事・冠婚葬祭への参加、交際費、教養・娯楽費、ケースワーカーの訪問・支援状況等。

＊生活・就労支援等についての自治体の体制

毎月訪問は２５．６％、１６．５％がこれまで０回、１３．８％が２年に１回などの支援体制の貧弱さが浮かびました。

＊現状において早急な改善をはかるべき事のひとつは、これまでみた深刻な暮らしに対して、手厚い援助の体制を確立することです。

＊「生活保護を受給して」良かったこと

安心して通院できるようになった。とりあえず生きられる、飢えなくてよかった。
食事ができるようになった。心臓の病気があるが、治療費のため無理して働いていた、医療費の心配がなくなった。年金がゼロだったが、定期的にお金が入るので、生きられる。受給前は医療費の負担で治療していなかったが通院できるようになった。介護保険のサービスが受けられるようになり、ディサービスに通えるようになった。等

＊「生活保護を受給して」悪かったこと
近所の人に対して肩身が狭い。「生活保護」を気にして外出しないといけない、気分が暗くなる。人との付き合いができなくなったこと。監視されているようで苦しい。ひけ目を感じながら暮らしている。家族を含め金銭的なことからつき合いはすべて断っている。差別、偏見があること、地域、マスコミの言動や報道など偏っている。葬儀に行けなかった。「行けなくても仕方ない」と市の担当者から言われ悲しかった。少しの余裕が確保できない。

【調査を終えての提言】
●今回、調査に協力いただいた方々は、疾病による失業など正当な理由で生活保護を受給し、食費、水光熱費など節約しぎりぎりの暮らしであった。また地域での交際、娯楽費などのゆとりはない状況であった。
●その生活は健康で文化的な最低限度の水準を満たしているとは言い難く、生活扶助水準について日本の最低生活保障の水準を問い直すべき状態と言える。
（１）今回の保護基準の切り下げは、全くこれらの検証をせず行われており、拙速に実施するならば、更に深刻な生活困難を拡大し、命と健康を危険にさらす可能性が明らかになった。
（２）改めて、今回の生活保護基準の切り下げを直ちに中止することを強く求める。
どうなる「多度温泉施設」
突然に桑名市のＨＰに「『 （仮称）桑名市健康増進施設整備・運営事業の優先交渉権者選定結果』について」が掲載されました。内容は、「予てから実施事業者を募集してきた『（仮称）桑名市健康増進施設整備・運営事業』について、1グループの応募があったので、桑名市健康増進施設ＰＦＩ事業者選定委員会において審査したところ、失格との判定から本市は『優先交渉権者の該当者なし』と決定したので公表する。平成２８年１月２９日　桑名市長伊藤徳宇」です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐやっと公表した、「多度温泉」の建設・管理・運営業者該当者なし。誰が考えても可笑しい伊藤市長の推進する公民連携のＰＦＩ事業、もっと早く結論を出すべきだったです。可哀そうなのは、この業務に長年にわたって携わっていた職員達です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐもったいぶって、長引かしていたのは誰の責任なのでしょうか。
（１）市長は、本当にやる気があったのか。止めるためのポーズだったのか。
（２）延ばした、選定委員会にも責任あり。２者の責任は追及されるべきです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐもっと自分達の意見を部長連中（桑名市の幹部・元幹部）は言うべきです。彼らにも責任の一端はあります。当然、馬鹿な事（ＰＦＩを理解せずに、桑名市は一銭も金を出さずに事業をすると言った市長の姿勢）を追求しきれなかった議会にも責任はある。（当局だけは、うまく逃げ泳いだ格好だ。）　　　　　　　　　　　ｐ桑名には２５０億円にもなった「新病院建設」と３００億円をゆうに超えると思われる「駅西土地区画整理事業」がある。果たしてどうなるのか。　　　　　　　ｐ私達は桑名の日本共産党３大要求「国保税の引下げ」、「子どもの医療費の窓口無料化」、「小学校にエアコンの設置」実現に向けて、３月予算議会、頑張ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本共産党桑名市議団　星野公平ニュース
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発行　　　　日本共産党桑名市議員団 　☎２４－１３１０


発行場所　桑名市中央町２－３７　桑名市役所議員控室


自宅　　　　桑名市立花町１－１４－７ 　☎２２－２９７５













































































